
令和８年度（R8.4.1） 

 

 

長野市では、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、こどもの将来の自立に向けた支援を行うこ

とを目的として、２０歳未満の児童が高等学校等に通学する際にかかる費用の一部を援助してい

ます。 

１ 対象になる方 

・公共交通機関を利用して高等学校等（※）に通学する児童を養育する、母子家庭、父子家庭、

または養育者の方        

保護者、児童ともに長野市に住民登録のある方が対象です。 

年度の途中からひとり親家庭になった方は、翌月分から支給の対象になります。 

 ※高等学校等の詳細は裏面をご覧ください 
 

 

２ 認定基準 

・公共交通機関を利用し、通学距離が片道 2km以上であること 

・前年の所得が、児童扶養手当の「全部支給」と同等以下（※）であること  

※所得制限額は裏面をご覧ください。 
 

３ 支給額 

・定期券購入金額を月額換算した額の半額。（月額上限：５千円） 

・支給は年２回です。令和８年９月までの申請（４～９月利用分）を 11 月末までに支給、令和９

年３月までの申請（10～３月利用分）を令和９年５月末までに支給します。 
 

４ 必要書類 

① ひとり親家庭児童高等学校通学費援護金申請書及び別紙 

② 交通機関の定期券のコピー （通用区間や通用期間、使用者、購入金額の記載がわかるもの） 

・KURURUバス定期券場合 → 発行時の明細書を添付してください。 

・モバイル Suicaなどスマホアプリを利用した鉄道定期券の場合 

→ 利用区間・期間・使用者・購入金額が表示されている画面のスクリーンショットを印刷してくださ 

い。（利用可能期間を過ぎた定期券は画面に表示できなくなりますのでご注意ください。） 

※利用期間が当該年度以前のものは対象外です。 

③ 当該年度の在学証明書（原本） 

④ 振込先口座が確認できる書類のコピー（通帳/キャッシュカード等） 

⑤ その他必要書類 

・ひとり親家庭であることが確認できない場合には、戸籍などの提出を求める場合があります。 
 

５ 申請方法 

郵送 または 子育て給付課（長野市役所 第二庁舎２階）窓口で提出 

〈郵送宛先〉 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３番地  長野市こども未来部 子育て給付課 

 

６ 申請受付期間 

 令和９年 3月 31日（消印有効） 

【裏面に続く】 



令和８年度（R8.4.1） 

  注意事項 
◆ 高等学校等の基準について 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する高等学校、高等専門学校（第１学年から第

３学年までに限る。）、盲学校（高等部に限る。）、ろう学校（高等部に限る。）、養護学校（高等部に限

る。）及び学校教育法第 125 条第２項に規定する専修学校の高等課程（学校教育法施行規則（昭

和 22年文部省令第 11号）第 150条第３号の規定による文部科学大臣の指定を受けているものに

限る。） 

※対象年齢は、20歳未満です。     ※中学生、大学生は対象になりません。 

※通信制、定時制高校、高等専門学校の 4年生以上は対象になりません。 

 

◆ 申請書について 

   令和７年 12月から申請書の様式が新しくなりました。 

   旧様式での申請は受付できませんので、必ず新様式の申請書及び別紙に必要事項を記入の上、申 

請してください。 
 

◆ 通学に使用した定期券の購入実績により支給します。 

定期券コピーの添付がない期間は、支給の対象になりませんのでご注意ください。 

支給には、定期券の金額、期間（〇月〇日から〇月〇日まで）、区間、使用者の氏名を確認します。

金額のみ記載の領収書では支給ができない場合があります。 
 

◆ 申請のタイミングは、任意です。定期券購入の都度 1枚ずつ、複数の定期券をまとめて年に数回、年

度末にまとめて 1回、いずれの方法でも可能です。 

ただし、年度内に複数回申請書を提出する場合でも、その都度必要書類①～④の添付が必要です。 

 

所得制限額                                   Ｒ６．１１．１制度改正 

扶養の人数 所 得 額 

０人   ６９０，０００円 

１人 １，０７０，０００円 

２人 １，４５０，０００円 

３人 １，８３０，０００円 

４人 ２，２１０，０００円 

５人 ２，５９０，０００円 

 

※ 扶養の人数とは、税法上の扶養人数のことを指します。 

※ 受給者本人に次の扶養親族がある場合、上記限度額（所得額）に加算できます。 

※ 老人扶養親族（70歳以上）1人につき 100,000円、特定扶養親族（19歳以上 23歳未満）1人につ

き 150,000円、16歳以上 19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき 150,000円。 

※ 注：市・県民税の申告がされていない場合は審査ができず支給ができません。必ず申告を行ってくだ

さい。 

 

 

〇お問合せ先 

長野市役所 こども未来部子育て給付課 

電話：026-224-5031（直通） 

FAX：026-224-7698 

 


